
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

建設業の労働災害防止対策強化にかかる緊急要請を行いました 

 本年、神奈川県下では７月２８日現在で、１５人の方が労働災害で亡くなられていますが、そのうち約

６割の９人が建設業の労働者となっており、きわめて憂慮すべき事態となっております。当局は東京局に

続く全国ワースト２となる死亡災害発生件数となったことから、今般、建設業労働災害防止協会神奈川支

部長と神奈川県木造家屋建築工事等災害防止協議会（木建協）会長に労働災害防止の取組みを強化するよ

う、緊急要請を行いました（緊急要請文参照）。その際、川口労働局長は要請文を読み上げ、「これまでは

墜落、転落による死亡災害が多く発生していたが、本年は全く事情が違い、感電、おぼれ、交通事故など

様々な死亡災害が発生しており、現場における安全衛生管理が低調になっているのではないか、また作業

者の安全意識が鈍ってしまっているのではないか、と危惧しているところです。今後、死亡災害を出さず、

労働災害を防止するための取組みの強化をお願いいたします。」と要請し、これに応え、黒田支部長は「建

災防神奈川支部としてセーフティリボン運動や３分ＫＹなど、できる限りの労働災害防止対策を講じてき

たにもかかわらず、このような状況になってしまったことは残念なことです。今後は、さらに会員事業場

ともども気持ちを引き締め、労働災害の撲滅を図って参ります。」と決意を述べられました。 

 

川口労働局長からの緊急要請手交後、労働基準部長室

に移動し、黒田支部長、池田副支部長と井上労働基準部

長は、今後の神奈川県内の建設業における労働災害防止

の取組強化に関し、意見交換いたしました。昨年から、

いわゆる大手ゼネコン複数社の施工する工事現場で死

亡大害が発生していること、本年の死亡災害（クレーン

のつり荷落下、特別高圧感電、手持ちグラインダーに不

正に丸のこ歯を取り付けて使用していた事例等）や新型

コロナ対策状況等について情報を共有し、別添の「わが

社の安全宣言！」により会員事業場等の災防意識高揚に

取り組むことになりました。 

支部長、副支部長と要請文を読み上げる川口労働局長 澁谷事務局長（木建協 米田会長の代理）と川口労働局長 

令和３年８月５日 神奈川労働局労働基準部安全課 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※別添資料は省略 


